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2010 年８月５日(木) 13:00～15:00 

(仮称)対馬市市民基本条例検討委員会勉強会 

 

協働のまちづくりと市民基本条例 

～ ｢(仮称)対馬市市民基本条例｣の向こう側 ～ 

 

特定非営利活動法人日本ボランティアコーディネーター協会 理事・運営委員長 

国立大学法人九州大学大学院 統合新領域学府 特任准教授 加留部 貴行 

 

１．なぜ、今、市民基本条例なのか ～協働(共働)を取り巻くもの 

 

（１）自治が必要となってきた３つのワケ 

■市民ニーズの多様化 ～もう、公平性だけでは何も担保できない 

■地域無関心層の増大 ～「頼りすぎ」「任せすぎ」「知らんふり」 

■担い手の圧倒的不足 ～人口は減る・高齢化は進む・関心は無い 

 

◎地域は今、「メタボ」＆「筋肉疲労」＆「骨粗鬆症」状態！ 

 

 

 

 

（２）「限界集落」化しつつあるコミュニティ 

・｢孤軍奮闘・孤立無援｣だらけの現場 

・｢限界集落｣の本当の意味 

・社会関係資本としての３つの要素･･･信頼、互酬性の規範、ネットワーク 

 

 

（３）共働があなたを救う！？ 

・これまでの行政の｢思い｣の習い性を変える必要性 

・共働はこれからの行政の仕事の｢標準装備｣ 

・何よりも｢個人の限界｣を支えるもの ～福岡市の事例から 

 

 

（４）｢コミュニティ｣の意味するもの 

・地域に入って知って欲しい３つのこと 

・｢コミュニティ｣｢ボランティア｣の意味するもの 

     ・我々の｢共通の敵｣とは 
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２．相互の存在と向き合う ～各々の立ち位置を確認する 

 

（１）市民、行政、企業の特性と意義 

①市民と行政、企業との間の相関関係とは 

【図１】市民と行政、企業との特性分析（加留部作成） 

 

行 政    ボランティア、ＮＰＯ      企 業 

コミュニティ 

 

 非 営 利  

 

 非  政  府  

 

 

 

 

（各々のセクターを支える基本的な判断基準） 

 

②ＮＰＯが「New Public Organization 」と呼ばれるわけ 

 

（２）地域社会に息づく市民の無限の可能性 

・「公」と「私」 

・｢ひらく｣ということ ～わたしの思いはみんなの願いかもしれない 

・開かれたものが共感で｢つながる｣ことによって変わる社会 

・地域の課題の第一発見者、定点観測者～社会における火災報知器 

◎ＪＶＣＡ｢ボランティアコーディネーター基本指針｣で伝えたいこと 

 

【ご参考】「実は、ボランティア活動は恋愛に似ている」 

（出典：(社福)大阪ボランテイア協会事務局長・早瀬昇氏作成） 

① ともに、自発的な無償の行為だ。 

② ともに、対象を選べる。 

③ ともに、好きであることが選択の重要な基準となる。 

④ ともに、“機能”以上に“存在”に意味がある関わりである。 

⑤ ともに、出会いは偶然によるところが多い。 

⑥ ともに、しんどいこともあるが自分自身も元気になる活動だ。 

⑦ ともに、自分だけが満足するだけではうまくいかない。 

⑧ ともに、続けることで多くの出会いができるが、続ける“だけ”になると陳腐化する。 

⑨ ともに、止める時、別れる時が辛く難しい。 

⑩ ともに、心移りをすることがある？ 

※だから、ボランティア活動の“心構え”は親友と付き合う際のルールと同じ！ 

公 平 性 自 発 性 収 益 性
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３．市民と行政との共働のあり方について 

 

（１）共働のカタチ 

・これまでの｢協働｣スタイルとこれからの｢共働｣スタイル 

【図２】｢きょうどう｣のカタチあれこれ（加留部作成） 

 

       ①   理   念      ①→②、②→③へブレイクダウンする 

 

       ②   組   織          意 思 決 定 

 

       ③   実   施               の共働が皆無！ 

 

 

・｢共働｣のカタチには幅がある 

【図３】５つの段階（出典：日本ＮＰＯセンター・山岡義典氏による） 
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後 援    共 催    委 託 

（助成金）  （負担金）  （委託費） 

 

Ａ・Ｅ … パートナーシップに頼らない独自の領域 

Ｂ ……… 住民が行う事業に対して行政が支援する領域 

Ｃ ……… 事業の実施にあたり、住民と行政が対等に協力し実施する領域 

Ｄ ……… 行政が行う事業を住民が請け負って行う領域 

 

・｢共働｣は地方分権の小さなモデル 

【図４】分権の５つの段階（加留部作成） 
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狭義の領域 

広義のパートナーシップの領域 

住民活動の領域

自治行政の領域

地方行政の領域

国家行政の領域
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（２）共働へのプロセス 

・そもそもは民間同士で解決できていた！ 

【図５】行政との共働はどのようにして生まれたか 

（加留部作成） 

課題解決へのアプローチ 

 

             ボランティア、ＮＰＯ、コミュニティ 

                          関係性が弱まった!? 

助ける         困っている 

    住 民          住 民 

                         支援 

               公的サービス 

共働関係    双方向性･対等性            税金 

 

 

行政   課題解決へのアプローチ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）共働へのストーリー 

・｢共働｣は｢ストーリーづくり｣である 

【図６】共働へのストーリーとワークショップ（加留部作成） 

≪物語≫     ≪共働へのプロセス≫      ≪ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ≫ 

起    共 有                 共 有  

 ↓     ↓    ←                             ↓ 

承    共 感                 発 散  

          ↓     ↓                    ↓ 

転    共 働   ←             収 束  

          ↓     ↓                    ↓ 

結    共 創                 統 合  

 

課題 

元来、住民と住民の関係(民民関係)の中で日常の課題は解決していたが、どうしても解決できない課題につ

いては行政に負託していった。そうして行政への依存が日常化し、次第に｢民民｣の関係性が弱まっていき、

ますます行政の役割が大きくなっていった。しかし、行政だけでは担いきれないほどニーズが多様化してい

く中で、行政以外からの課題解決へのアプローチが始まっていった。それがボランティアやＮＰＯ、コミュ

ニティの活動である。これらはその失われゆく｢民民｣の関係性を自らが再び結びなおす作業でもある。 

すべての出発･帰着は｢何のために

共働するのか｣にあり、共通の目的

なき共働は単なる｢癒着｣である 

行政は自らに換わる担い手を発

掘･強化するために、共働の相手

方となる可能性を支援していく 

時間がかかり面倒だが、よ

り良い成果のため欠かす

ことのできないプロセス 

難解なプロセスに準備不

足状態で取り組んでいる! 



 

     

 
 
 
     

 

 
 

     私たちＪＶＣＡは、ボランティアコーディネーター基本指針 を明文化しました。 
 
 

①「どのような社会をめざすのか」 
②「どのようにボランティアを捉えるのか」 
③「どのようにボランティアに向き合うのか」 
④「どのようなボランティアコーディネーションを行うのか」 
そして、この①～④の視点に＜大切な１０の要素＞を掲げました 

 
 

 
◎ なぜ、いま基本指針を示すことが必要なのか 

 
ＪＶＣＡは、「ボランティアコーディネーターの専門的な役割を確立する」ことを目標に活動をしています。  

私たちは、ボランティアコーディネーションを一定の専門性に基づく業務であると考えており、この「基本指 
針」によって、自らの“仕事”の礎になっている考え方をともに理解し、さらには、少しでも多くの人たちに 
ボランティアコーディネーターの役割を知っていただきたいと思っています。 
「ボランティアコーディネーター」に関する社会的な認知は、残念ながらまだ十分に広がっておりません。 
組織のなかでの位置づけがあいまいであったり、役割が理解されていなかったりという現状があります。また、 
一方ではボランティアコーディネーターという言葉が安易に使用される傾向も見られるようになってきました。 
 そこで、いま、『ボランティアコーディネーター基本指針』を４つの視点に沿って明確にし、文章にまとめ、 
広く発信していくことが不可欠だと考えたのです。 
 この４つの基本的な問いをつねに念頭におきながら、自分自身の（職場の）業務を進めたり、見直したり、 
また、あらためてボランティアコーディネーションのあり方を考え、話し合うきっかけにしていただければ 
と思います。 
 

 【発 行】 

特定非営利活動法人日本ボランティアコーディネーター協会 

〒162-0825 東京都新宿区神楽坂２-１３ 七福ビル３２号室 

TEL：０３－５２２５－１５４５ FAX：０３－５２２５－１５６３ Ｅ-mail：jvca@jvca2001.org 

                                    発行日 ２００４．９．８

補足１ ボランティアコーディネーターって

誰のこと？ 

 ＪＶＣＡでは「ボランティアコーディネー

ター」という言葉を幅広くとらえて使用して

います。現状ではボランティアコーディネー

ターという呼称で仕事をしている人はそう多

くはありません。しかし、ボランティア活動

が、多様なスタイルの市民活動として展開さ

れている今、福祉・保健、教育、まちづくり、

文化・芸術、環境、災害救援、人権擁護、国

際交流・協力などさまざまな分野の多様な場

面でボランティアを支えるスタッフは確実に

増えています。私たちは、ボランティアコー

ディネーターを「市民のボランタリーな活動

を支援し、その実際の活動においてボランテ

ィアならではの力が発揮できるよう、市民と

市民または組織をつないだり、組織内での調

整を行うスタッフ」と定義しています。 

補足２ あらゆる分野に共通して追求する

“価値”と“果たすべき役割”を

あげました。 

ＪＶＣＡではあらゆる分野のボランティア

コーディネーターが共通して追求する価値と

果たすべき役割があると考えています。持つ

べき知識や技能については専門性が高まるほ

ど分野や機能による個別性が出てくるものと

思われますが、ここでは分野を超えて共有で

きると思われる要素を掲げています。 

 

補足３ 専門性を明らかにするための

１ステップだと考えていす。

 ＪＶＣＡではボランティアコーディ

ネーターがその組織において、専門的な

役割を持ったスタッフとして位置づけ

られ、その業務が必要不可欠なものとし

て認知されるためには、ボランティアコ

ーディネーターが持つ専門性（価値、知

識、技能）の中身を明確にし、幅広い人々

に理解していただくことが重要だと思

っています。ボランティアコーディネー

ターの基本的な指針を明文化すること

が、私たちの意識や仕事を狭い枠に閉じ

込めることにならないかと危惧する声

もありますが、私たちの専門性を明確に

し、社会的な認知を進めていくために

は、この作業が必要不可欠なステップだ

と考えます。 

補足４ 現場のコーディネーターたち

の声をあわせて実質的なもの

にしたいと思っています。 

ＪＶＣＡでは『ボランティアコーディ

ネーター基本指針』を策定することで、

一人ひとりのボランティアコーディネ

ーターがそれぞれの実践現場で生き生

きと働ける環境につながっていくこと

が大切だと思っています。「上司に説明

する業務指針や資料がほしい」「自分の

役割を他のスタッフに理解してもらい

たい」「誰でもできる仕事と誤解されす

ぐ異動させられてしまう」等々、これま

でに寄せられたたくさんの要望や悩み、

さらには新たな意見交換を重ねながら、

“コーディネーターが元気になる”ため

のスタンダードづくりをしていきたい

と思います。 

 



○・○・○  ボランティアコーディネーター基本指針  ○・○・○ 

           【お願い】この基本指針の著作権は、特定非営利活動法人日本ボランティアコーディネーター協会に帰属します。コピーや転載される際には当協会名を記載し、４０の要素を分離せず１つのものとして取り扱ってください。 
   

 ［１］どのような社会をめざすのか 

ボランティアコーディネーターは、なぜ人々に社会参加を呼びかけるのでしょうか。 
なぜ、ボランティアや市民活動団体を支援するのでしょうか。 
また、組織やプロジェクトへのボランティアの参加をうながし、 
目標に向かってともに活動しようとするのでしょうか。 
それは、多くの人々の参加と行動によって 
実現していきたい“社会像”があるからです。 
一人ひとりの“市民”が自らもつ力を発揮し合ってこそ実現できる社会、 
恒常的に改革をつづける社会、それを「市民社会」という言葉で言い表しても良いかもしれません。 
どのような社会をめざすのか。私たちがめざす「市民社会」の要素を表します。 

 
１－① 一人ひとりの自由な意見、自分らしい生き方が尊重される社会 
１－② 一人ひとりが自分の力を生かせる社会 
１－③ 一人ひとりの「弱さ」を分かち合える社会 
１－④ 一人ひとりが役割を持ち対等な関係で働ける社会 
１－⑤ 多様な文化を認め合えるグローバルな社会 
１－⑥ 人々が協同（協働）して社会課題の解決に取り組む社会 
１－⑦ 人々が自由に社会づくりに参画できる社会 
１－⑧ 結果のみでなく、決めるプロセスを大切する社会 
１－⑨ 効率のみを優先させるのではなく、豊かな人間関係を創り出す社会 
１－⑩ 自然環境を守り、命を受け継ぐことのできる持続可能な社会 
 

 

［２］どのようにボランティアをとらえるのか 
ボランティアコーディネーターにとって何より重要なことは、 
ボランティアおよびボランティア活動の本質をどのように理解するかということです。 
ボランティア活動は、一般的に「自発性」「連帯性」「無償性」などという言葉で説明されますが、 
コーディネーターがボランティア活動をどのようにとらえているのかは、 
日常のコーディネーションのあり方と質を左右する重要な要素です。 
ボランティアに対する私たちの認識を具体的に表現します。 
 
２－① ボランティアは「市民社会」を構築する重要な担い手である 
２－② ボランティアは自分の意志で始める 
２－③ ボランティアは自分の関心のある活動を自由に選べる 
２－④ ボランティアは活動に対して責任を持ちその役割を果たす 
２－⑤ ボランティアは共感を活動のエネルギーにする 
２－⑥ ボランティアは金銭によらないやりがいと成果を求める 
２－⑦ ボランティアは活動を通して自らの新たな可能性を見いだす 
２－⑧ ボランティアは活動を通して異なる社会の文化を理解する 
２－⑨ ボランティアは活動に新しい視点や提案を示し行動する 
２－⑩ ボランティアは安価な労働力ではなく、無限の創造力である 

          

［３］どのようにボランティアに向き合うのか 

ボランティアコーディネーターは、ボランティアや活動を希望する人たちを、 
いかに支援し、協働することが必要なのでしょうか。 
どのようなスタンスでボランティアと向き合い、かかわりをもつべきなのでしょうか。 
ボランティアコーディネーターがボランティアと向き合う基本を具体的に表します。 

 
３－① ボランティアの意志を確認し、希望を尊重する 
３－② ボランティア一人ひとりの経験や関心、活動動機を尊重する 
３－③ ボランティア一人ひとりのなかにある力や可能性を信じる 
３－④ ボランティアに共感する気持ちを大切にする 
３－⑤ ボランティアの多様な意見や考え方を受容し、活かす姿勢を持つ 
３－⑥ ボランティアとコーディネーターは対等であるという自覚を持つ 
３－⑦ ボランティアとコーディネーターの役割の違いを認識する 
３－⑧ 豊富な情報、社会資源のネットワークを用意しておく 
３－⑨ ボランティアが新たな課題や活動に挑戦することを応援する 
３－⑩ ボランティアと課題を共有し、ともに考える姿勢を持つ 
 

［４］どのようなボランティアコーディネーションを行うのか 
ボランティアコーディネーションとは、どのような視点をもって、 
どのようなことが行われるべきなのでしょうか。 
ボランティアコーディネーターの役割と専門性について理解いただくために、 
ボランティアコーディネーションとは何かを具体的に表します。 

 
４－① ボランティアが活動を通して、“市民”として成熟していくプロセスを大切にし、 

それを支える 
４－② ボランティアの動機やニーズ、得意分野などをていねいに聴き、活動の選択に役 

立つ情報や資源を提供する 
４－③ ボランティアコーディネーター自身がビジョンや社会観を持ち、ボランティアや 

関係者に対してわかりやすく発信する 
４－④ 人と人、人と組織を対等につなぎ、一方的な人間関係や上下関係などが生じない 

ように調整をはかる 
４－⑤ ボランティアの力が活かされるような環境をつくり、活動への意欲が高まるよう 

な工夫をする 
４－⑥ 個々の活動、それぞれの団体の発展にとどまらず、他者と協同（協働）する意義 

に着目し、ネットワークづくりを推進する 
４－⑦ ボランティア同士が問題意識を共有する場をつくり、双方向の議論によって互い 

が学び、あらたな課題の発見につなげる 
４－⑧ ボランティアを社会づくりや組織活動・運営の重要な構成員として認識し、活動 

の企画や実施、評価に参加できるしくみをつくる 
４－⑨ ボランティアの問題提起や提案を広く受けとめ、解決に向けてともに活動(プログ 

ラム)を開発する 
４－⑩ 困難な課題を社会に開き、多様な人々が出会い、話し合う場をつくることによって、 

より良い社会の創造に向かう 

                        ○C 特定非営利活動法人日本ボランティアコーディネーター協会 
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